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第第１１章章  水水道道事事業業ビビジジョョンンのの策策定定ににああたたっってて 

１．１ 計画策定の経緯と趣旨 

全国的に人口減少社会の到来などによる水需要の減少、水道施設の更新需要の増大、

東日本大震災を踏まえた危機管理対策、気候変動に伴う自然災害の増加など、水道の

事業環境は大きく変化しています。 

本町水道事業においても、平成 21（2009）年度に「高根沢町地域水道ビジョン」を

策定し安全で安定した水の供給に努めてきましたが、基幹管路の耐震化や老朽管の更

新、技術水準の維持向上など、さまざまな課題を抱えています。 

このような中、厚生労働省は水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、こ

れまでの水道ビジョンを全面的に見直し、平成 25（2013）年 3月に「新水道ビジョン」

を策定し、「安全な水道」・「強靭な水道」・「水道サービスの持続」の観点から 50 年後、

100 年後の将来を見据えた水道の理想像を明示しています。 

また、総務省は将来にわたって安定的に事業を推進していくための中長期的な経営

の基本計画である「経営戦略」の策定を平成 26（2014）年 8月に求めています。 

本町水道事業では、こうした状況に対応し、健全な財政基盤を維持しつつ将来にわ

たって持続可能な水道事業を実現するため、「水道事業ビジョン 2021～2030（令和 3

～12 年度）」を策定するものです。 

 

１．２ 計画の位置づけ 

高根沢町のまちづくりの指針となる「高根沢町地域経営計画 2016」では、「希望の

持てるまちを、後世に引き継いでいく」を政策目標としています。 

本計画は、水道事業が将来にわたり安定的な事業を継続するための中長期的な計画

であり政策目標のひとつを担っており、厚生労働省が示す「新水道ビジョン」におけ

る水道の理想像である「安全」「強靭」「持続」の三つの観点の実現に向け、地域性を

踏まえた取り組み及び施策を示します。 

また、総務省の「経営戦略」の中心となる収支計画は、施設・設備の見通しである

「投資試算」と財源の見通しである「財源試算」を均衡させるものとします。 
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投資試算 財源試算

※財源構成の検討

・内部留保資金の見直し

・料金の見直し

※住民サービスを維持する

ための必要な目標設定

※投資額の合理化

・ダウンサイジング

・長寿命化 など 投資以外の経費

均衡

投資・財政計画(収支計画)

効率化・健全化の取組方針

・組織，人材，定員等に関する事項

・広域化，民間の資金・ノウハウ活用等に関する事項

・資金不足比率，資金管理・調達，情報公開

・その他経営基盤強化の取組 など

反映

図１.１ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.２ 水道事業ビジョンのイメージ      図１.３ 経営戦略のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．３ 計画期間 

計画期間は令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間とします。

また社会情勢の変化や高根沢町地域経営計画に合わせて、本計画の見直しを図ってい

くものとします。 

計画期間：令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度まで 10 年間 
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項目 給水人口
計画１日
最大給水量

計画1人1日
最大給水量

事業名 （人) （ｍ
3
/日） （Ｌ/人日）

創 設 事 業 昭和38年 昭和49年 3,800 615 162

第１次拡張事業 昭和49年 昭和59年 10,000 3,000 300

第２次拡張事業 昭和61年 平成12年 15,400 8,316 540

第３次拡張事業 平成5年 平成20年 37,700 21,200 562

東部地区簡水統合 平成28年 平成36年 29,600 9,500 321

認可年度 目標年度

項目 現況

行政区域内人口 29,440人

上水道給水区域内人口 29,440人

上水道給水人口 29,147人

上水道普及率 99.00%

第第２２章章  水水道道事事業業のの現現状状とと課課題題 

２．１ 水道事業の概要 

１）沿革 

高根沢町上水道事業は、昭和 39 年 3 月に計画給水人口 3,800 人、１日最大給水量

615 ㎥の規模で宝積寺簡易水道事業として始まり、第１次拡張として昭和 50 年 3 月に

は上水道事業を開始しました。その後、人口や水需要の増加に伴って２度の事業拡張

を実施し、専用水道や簡易水道との統合を行い、計画給水人口 37,700 人、１日最大

給水量 21,200 ㎥としました。 

また、東部地区簡易水道は昭和 61 年 1 月に計画給水人口 1,180 人、１日最大給水

量 593 ㎥の規模で事業認可を受け、平成 3年 4月より給水を開始しました。 

平成 28 年 3 月の統合認可により、高根沢町上水道と東部地区簡易水道を事業統合

し、計画給水人口 29,600 人、１日最大給水量 9,500 ㎥とする 1水道事業になり、現

在に至っています。 

 

表２.１ 令和元年度末人口 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

表２.２ 高根沢町水道事業の沿革 
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２）施設概要 

 各配水系の施設フローを以下に示します。 

 計画水量は 1日最大給水量で認可計画値です。 

 

図２.１ 中阿久津浄配水場系施設フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２.２ 宝石台浄配水場系施設フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２.３ 仁井田浄配水場系施設フロー図 
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水道法では水道の中で、一定の要件に該当する寄宿舎、社宅、病院、学校、レジャ

ー施設等の自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道は「専用水道」

として市町村等の水道事業者と同様、法的に種々の規制を受け、安全な水を安定的に

供給しなければなりません。 

鬼怒グリーンパーク給水施設 58 浅井戸 消毒のみ

宮内庁御料牧場 1,000 深井戸 緩速ろ過

菅又病院 51 深井戸 消毒のみ

高根沢中央病院 37 深井戸受水併用 消毒のみ

高根沢町元気あっぷむら本館 319 深井戸受水併用 急速ろ過

本田技研工業㈱生産本部生産企画統括部 480 深井戸 消毒のみ

計
1,945

浄水方法原水の種別水道事業の名称
施設能力

(ｍ
3
/日)

図２.４ 東部浄配水場系施設フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 専用水道施設 

本町における専用水道施設数は、令和元年度末現在、以下の６箇所です。 
 

表２.３ 高根沢町専用水道施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）給水区域 

高根沢町の給水区域等は次頁のとおりです。 
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図２.５ 給水区域図
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２．２ 水需要と給水収益 

「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年 3 月推計）」(国立社会保障・人口問題研

究所)による高根沢町の将来人口予測値を基に、各年度末の給水人口を推計すると、

令和 22（2040）年には 24,548 人となり、令和元（2019）年度末実績の 29,147 人と

比較して約 4,600 人（15.8％）に減少し、また 1日平均有収水量も令和元（2019）

年度末実績の 6,697 ㎥/日から令和 22（2040）年には 5,737 ㎥/日となり、960 ㎥/

日（14.3％）減少することが予測されます。 

これに伴い給水収益も図２.７に示すとおり減少することが課題となります。 

 

図２.６ 人口・給水量の将来予測 
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・1 日最大給水量とは、年間で記録した内の 1日当たり最大の給水量です。 

・1日平均給水量とは、年間の総配水量を 1日当たりに平均した給水量です。 

・1 日平均有収水量は、各ご家庭等の水道メータで検針された年間総水量を 1 日当た

りに平均した水量です。 

図２.７ 給水収益の将来予測 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３ 水道施設の状況 

１）水道施設の投資実績 

水道施設は給水区域の拡張を重ね、設備投資を行ってきました。管路を含む水道

施設の投資総額は現在価値に換算すると133億円です。今後はこれら施設の更新の時

期を迎えますが、同時期に建設された中阿久津浄水池及び配水池の更新が法定耐用

年数60年からは令和40（2058）年頃が更新費用のピークとなります。 

配水池等の構造物は法定耐用年数60年とされていますが、長寿命化を図るための

計画的な改修が必要です。 
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図２.８ 年度別建設改良費の実績 

 
注）建設改良費は、国土交通省が公表する建設工事費デフレータ（2011 年度基準）を利用し、当時の建設改良 

費を 2019（R1）年度の現在価値に変換表示しています。デフレータは物価変動の程度を表す物価指数です。 

 

２）水道管路の状況 

 水道管路の布設年度別の延長は、図２.９に示すとおりです。 

既に法定耐用年数40年を超えている管路及び今後10年間で法定耐用年数を迎える

管路は約50km（全管路の15％）あり、今後老朽管路の更新時期を迎えるため、更新

と基幹管路の耐震化に伴う費用が必要となります。 

管路の法定耐用年数は40年とされていますが、実耐用年数は技術や使用材料の進

歩により法定耐用年数を上回る管材が使用されていることから、実耐用年数による

更新などが必要です。 
 

図２.９ 管路の布設年度別延長 
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表２.４ 管路の口径別管種別延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．４ 取水施設の状況 

１）水源の水量 

本町の水源は、地下水（浅井戸、深井戸）及び用水供給事業（鬼怒水道事務所）

からの受水です。地下水の取水状況は井戸の水位低下がなく良好です。用水供給事

業からの浄水は中阿久津配水場で直接受水しています。水源を維持するための状況

調査を行い整備する必要があります。 
 

表２.５ 水源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可水量

名称 種別 ｍ
3
/日

中阿久津 第１水源 浅井戸 1,300 良好 1964年 55年

第２水源 浅井戸 1,800 良好 1976年 43年

第３水源 浅井戸 3,000 良好 1996年 23年

県水受水 浄　水 1,000 良好

計 7,100

宝石台 第１水源 深井戸 500 良好 1981年 38年

第２水源 深井戸 150 良好 1981年 38年

第３水源 深井戸 500 良好 1988年 31年

第４水源 深井戸 500 良好 1992年 27年

計 1,650

仁井田 第１水源 浅井戸 1,000 良好 1967年 52年

第２水源 浅井戸 250 取水不可 1991年 28年

計 1,250

東部 第１水源（予備） 深井戸 0 1986年 33年

第２水源 深井戸 500 良好 1986年 33年

計 500

合計 10,500

※ 令和2年7月の井戸調査により、不具合が確認され使用不可となる。

経過
年数

設置年度

計画取水量：既認可計画値

経過年数　：令和元（2019）年を基準年として算定

浄水場名
水源 取水量

の状況

単位：ｍ

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

NS・GX形(耐震) K・A・T形

φ150 1,180 1,180
φ200 1,251 20 1,271
φ250 276 276
φ300 1,331 1,331
計 4,038 20 4,058
φ150 2,916 3 2,919
φ200 1,636 8 1,644
φ450 1,342 1,342
計 5,894 11 5,905
φ40以下 389 568 957
φ50 92 390 126 42,436 1,329 44,373
φ75 5,399 9,271 69 333 6 32,831 29 47,938
φ100 12,481 16,051 651 316 281 100,584 118 130,482
φ125 2 2
φ150 2,382 6,344 32 443 21 49,505 24 58,751
φ200 2,822 9,227 80 13,280 25,409
φ250 179 5,569 38 107 5,893
φ300 3,491 33 3,524
φ350 804 804
φ400 933 933
φ450 1,764 1,764
φ500 1,665 1,665
計 23,355 55,509 32 1,440 670 43,112 198,206 171 322,495

23,355 65,441 32 1,471 670 43,112 198,206 171 332,458

※管種の(耐震)表示は耐震管を示す。

総計
配水用ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝ管(耐震)

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
(耐震)

鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 その他

導
水
管

送
水
管

合計

配
水
管

口径/管種
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２）取水ポンプ設備 

 取水ポンプ設備は法定耐用年数 15 年とされています。運転状況や設置環境等によ

り実耐用年数は異なりますが、大きく法定耐用年数を超えている取水ポンプ設備が

あり、揚水試験等を含めた状況調査が必要です。 

表２.６ 取水ポンプ設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）取水施設 

 取水施設は法定耐用年数が建築構造物 50 年、土木構造物 60 年とされています。

法定耐用年数を超える施設は劣化診断等の状況調査が必要です。 

表２.７ 取水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）水源（原水）の水質 

地下水には、遊離炭酸が含まれています。遊離炭酸は水中に溶けている炭酸ガス

のことで、適度に含まれていると水にさわやかな味を与えますが、過剰な場合には

苦味を感じ、さらに水道施設に腐食等の障害を引き起こす原因になります。 

このため、曝気処理（炭酸ガスを空気中に飛ばす処理）を行い、適度な状態に保

つように努めています。 

原水は万全な水質管理の下で供給しています。浅井戸については寄生性原虫の混

入が懸念されるため、年４回、クリプトスポリジウム指標菌の水質検査を通常検査

種別 名　称 用途 形式 数量 単位 設置年度 経過年数 備　考

中阿久津第1水源 取水 水中 2 台 2019年 0年

中阿久津第2水源 取水 水中 2 台 2019年 0年

中阿久津第3水源 取水 水中 3 台 2017年 2年

宝石台第1水源 取水 水中 1 台 2016年 3年

宝石台第2水源 取水 水中 1 台 2018年 1年

宝石台第3水源 取水 水中 1 台 1989年 30年

宝石台第4水源 取水 水中 1 台 1992年 27年

仁井田第1水源 取水 水中 2 台 2016年 3年 1台：1994年設置

仁井田第2水源 取水 水中 2 台 2017年 2年

東部第1水源 取水 水中 1 台 1990年 29年 予備

東部第2水源 取水 水中 1 台 2017年 2年

経過年数：令和元（2019）年を基準年として算定

取
水
ポ
ン
プ
設
備

種別 構造 数量 単位 設置年度 経過年数 備　考

中阿久津第1水源 浅井戸 RC造り 1 井 1964年 55年

電気室 RC造り 1 棟 1964年 55年

中阿久津第2水源 浅井戸 RC造り 1 井 1976年 43年

発電機室 RC造り 1 棟 1984年 35年

中阿久津第3水源 浅井戸 RC造り 1 井 1996年 23年

宝石台第1水源 深井戸 GP 1 井 1981年 38年

宝石台第2水源 深井戸 GP 1 井 1981年 38年

宝石台第3水源 深井戸 GP 1 井 1988年 31年

宝石台第4水源 深井戸 SUS 1 井 1992年 27年

仁井田第1水源 浅井戸 RC造り 1 井 1967年 52年

電気室 RC造り 1 棟 1967年 52年

仁井田第2水源 浅井戸 RC造り 1 井 1994年 25年

東部第1水源 深井戸 GP 1 井 1986年 33年 予備

東部第2水源 深井戸 GP 1 井 1986年 33年

経過年数：令和元（2019）年を基準年として算定

取
水
施
設

名　称
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寄生性原虫であるクリプトスポリジウム（Cryptosporidium）などは耐塩素性病原

生物であり、ウシ、ブタ、イノシシ、ネズミなどの腸管寄生原虫として知られてきた

ものです。水様下痢症の原因となることがあります。 

に追加して行っています。現時点では指標菌の検出はありませんが、将来にわたり

安全で安心な水道水を維持し、安定的に供給する必要があります。また、臨時水質

検査として放射性物質（セシウム-134・137）を年４回行っていますが、基準値未満

となっています。今後とも原水水質を確認するための水質検査を継続します。 

 

２．５ 浄水施設の状況 

１）浄水施設 

浄水施設の建築・土木構造物は法定耐用年数を超えていませんが、長寿命化のた

めの改修を行っています。また送水ポンプ設備は更新やオーバーホールを行ってい

います。今後も施設状況をみて更新・改修等を行う必要があります。 

 

表２.８ 浄水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 名　称 構造 数量 単位 設置年度 経過年数 備　考

浄水池 PC造り 2 池 1997年 22年

送水ポンプ室 RC造り 1 棟 1998年 21年

管理棟 RC造り 1 棟 1998年 21年

曝気塔設備 鋼製 2 棟 1998年 21年

滅菌設備 1 式 1998年 21年

送水ポンプ 渦巻き 3 台 1998年 21年

浄水池 RC 1 池 2013年 6年

曝気室 RC 1 棟 2013年 6年

脱炭酸装置 RC 1 塔 2013年 6年

滅菌設備 鋼製 2 台 2016年 3年

1号送水ポンプ 渦巻き 1 台 2016年 3年

2号送水ポンプ 渦巻き 1 台 2016年 3年

着水井 RC 1 池 1991年 28年

浄水池 RC 2 池 1991年 28年 改修2012年

ブロワ室 RC 1 棟 1991年 28年 改修2012年

脱炭酸装置 FRP製 1 塔 1991年 28年

滅菌設備 2 台 1995年 24年

送水ポンプ 渦巻き 1 台 2011年 8年

送水ポンプ 渦巻き 1 台 2016年 3年

着水井 RC 1 池 1986年 33年 耐震補強2017年

調整槽 RC 2 池 1986年 33年

管理棟 RC 1 棟 1986年 33年 改修2017年

滅菌室 RC 1 棟 1986年 33年 改修2017年

滅菌設備 2 台 1990年 29年

送水ポンプ 渦巻き 2 台 1990年 29年 ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ2015年

経過年数：令和元（2019）年を基準年として算定

中
阿
久
津
浄
水
場

宝
石
台
浄
水
場

仁
井
田
浄
水
場

東
部
浄
水
場
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配水場名 配水方式 構造 池数
容量

(ｍ3)

計画給水量

(ｍ3/日)

貯留時間
(時間)

建設年度 経過年数

中阿久津配水池 自然流下 PC造り 2 6,122 6,100 24.1 1998年 21年

宝石台配水池 自然流下 PC造り 1 1,410 1,650 20.5 1981年 38年

仁井田配水池 自然流下 PC造り 2 1,013 1,250 19.4 1989年 30年

東部配水池 自然流下 PC造り 1 326 500 15.6 1987年 32年

合　　計　 8,871 9,500 22.4

計画給水量は既認可計画値を示す。経過年数は令和元（2019）年を基準年として算定。

２）浄水の水質 

原水は４地区とも良質で特別な浄水処理は行なっていませんが、中阿久津浄水場、

宝石台浄水場及び仁井田浄水場では遊離炭酸が多く含まれていることから曝気処理

を行っております。その他は塩素消毒のみで水道水として供給しています。 

また、浄水の水質試験は水道法に基づき、全 51 項目について原水含めた「水質検

査計画」により実施し、安全な水質を堅持継続していきます。 

 

２．６ 配水施設の状況 

配水方式は４箇所の配水池からの自然流下で行っていますので、水圧の変化が少

ないことやポンプ加圧方式に比べ停電による影響がなく安定した配水が可能となり

ます。 

４箇所の配水池には緊急遮断弁が設置されており、地震等による配水管からの漏

水等が発生した場合には、配水を遮断し応急給水に必要な浄水を確保します。 

表２.９に各配水場の配水池貯留時間を示します。一日最大給水量の 12 時間分以

上を確保することが望ましいとされています。 

また、４箇所の配水池は法定耐用年数 60 年に至っていませんが、計画的な改修が

必要です。 

表２.９ 配水施設 

 

２．７ 防災対策 

高根沢町地域防災計画(令和 2年 10 月)では栃木県地域防災計画を参考に、本町と

して甚大な被害を及ぼす可能性が高い地震を想定しております。 

また、地震以外の自然災害として、台風や短時間強雨の発生による風水害も対策

が必要です。 
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（㎥） (年)
中阿久津浄水池 1998 1,300 ＲＣ 21 ○

中阿久津配水池 1998 6,122 ＰＣ 21 ○

宝石台浄水池 1981 113 ＲＣ 38 ○

宝石台配水池 1981 1,410 ＰＣ 38 ○

仁井田浄水池 1991 90 ＲＣ 28 ○

仁井田配水池 1989 1,000 ＰＣ 30 ○

東部浄水池 1986 75 ＲＣ 33 ○

東部配水池 1988 326 ＰＣ 31 ○

計 10,436

経過年数：令和元（2019）年を基準年として算定

構造 備考設置年度 耐震性施設名 有効容量 経過年数

図２.10 県庁・町役場直下に震源を仮定した地震図 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

１）施設（管路を除く）の耐震化対策 

本町の主要施設の浄水池及び配水池の耐震化率は 100％です。 

今後、長寿命化のための計画的な改修が必要です。 
 

表２.10 施設の耐震性能等 

 

 

 

想定地震名 地震規模 断層の長さ 震源の深さ

想定県庁 直下型地震 M7.3 約30㎞ 約15㎞

- 14 -



‐9‐ 

２）管路総延長の耐震化率 

令和元年度末の管路総延長は 332km あり、図２.11 は管路の耐震性能別の内訳を

示したものです。耐震継手ダクタイル鋳鉄管や鋼管などの耐震管路及び良い地盤に

布設されたダクタイル鋳鉄管Ｋ形の耐震適合管路は震度 6 強～7 の地震動に対して

も損傷が軽微なもので、全体の 14%です。Ａ形継手ダクタイル鋳鉄管やＲＲ継手塩

化ビニル管などの耐震性を比較的有する管路は震度 5弱～6強程度の地震動に対 

しても損傷が軽微なもので、全体の 62%です。ＴＳ継手塩化ビニル管などの耐震性 

が低い管路は全体の 24%です。 

管路の管種は、平成 7（1995）年の阪神淡路大震災以降に耐震管を使用すること

が多くなりましたが、多くの自治体では耐震管は費用が高いため、給水区域の拡張

時期には耐震性はやや低いものの安価なＲＲ継手塩化ビニル管を使用しています。 

本町においても、給水区域の拡張時期にあたる平成 18（2006）年度までは、ＲＲ

継手塩化ビニル管を布設し、平成 19（2007）年度からは石綿セメント管の更新を行

い、主に耐震管を使用しています。 

 

図２.11 管路総延長耐震化率 
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耐震管  

当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さ

を有する地震動（参考震度 6～7程度）に対して生じる損傷が軽微である管 

耐震管は耐震継手ダクタイル鋳鉄管や鋼管などで、最大規模の強さを有する地震動のゆ

れによる伸縮・撓みに対応できる管である。 

耐震適合管 

良い地盤に布設されたダクタイル鋳鉄管（Ｋ形継手）は耐震適合管とし耐震管と同様の

耐震機能を満たす。良い地盤は軟弱地盤、液状化しやすい埋立地でない性状もつ地盤で

ある。 

耐震性を比較的有する管 

当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用

期問中に発生する可能性の高い地震動（参考震度 5～6 程度）に対して生じる損傷が軽

微である管 

Ａ形継手ダクタイル鋳鉄管やＲＲ継手塩化ビニル管などが該当し、耐震管に比べ伸縮・

撓みが小さい、震度 6程度のゆれには対応できる。 

管路の耐震化に関する検討報告書（厚生労働省：平成 19 年 3 月）では、Ｋ形継手は良い

地盤に布設される場合には耐震適合性があるとされるが、Ａ形継手は伸縮量が少ないた

め耐震性のやや低い管としている。ＲＲ継手塩化ビニル管は伸縮機能を有しているが、

強度が弱く耐震性はやや低い。 

耐震性の低い管 

管自体の強度が弱く、地震時の被害率が突出して高い傾向を示す管で、主にＴＳ継手塩

化ビニル管や石綿セメント管が該当する。 

- 16 -



‐11‐ 

３）浸水対策 

近年は台風やゲリラ豪雨などによる浸水災害の頻度が増え、長期間の断水となっ

た事例もあり、浸水対策が必要になります。 

洪水浸水想定区域図における浸水想定区域内の水道施設は、以下のとおりです。 

① 浸水深さ 0.5～3.0ｍ、浸水想定時間 12 時間未満 

中阿久津第１水源、中阿久津第２水源 

② 浸水深さ 0.5ｍ未満、浸水想定時間 12 時間未満 

中阿久津浄水場、中阿久津第３水源 

（中阿久津第 3水源は中阿久津浄水場内にあります。） 

 浸水対策としては、防水扉や止水ゲート等の検討が必要になります。 

 なお、中阿久津配水系の水源は、上記３水源のほかに、鬼怒水道用水供給事業の

鬼怒水道事務所からの受水があります。 

 

４）災害時の支援体制 

（１）応急支援体制 

想定される大地震や洪水では、災害の発生とともに各方面から支援の手が差し伸

べられ、多くの人的支援や物資が供給されます。これらの受け入れをスム－ズに行

う事が早期の復旧に繋がります。そのため「高根沢町地域防災計画」などにより体

制を整えています。 

 

（２）応急給水について 

大地震や洪水が発生した場合、町内全域で断水が発生することが危惧されます。

町民の生命維持や生活には期間に応じた水量が必要です。給水車などによる給水活

動を円滑で効率的に行うことで、搬送量が増えますので、地元自治会や関係機関と

の連携が必要となります。 
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表２.11 既計画での応急給水目標 

時系列 期 間 

一人当たり 

水量 

（㍑／日） 

水量用途内訳 給水方法 

第１次給水 

（混乱期） 

地震発生から 

３日間 
３ 

生命維持のため必要最小限

の量 

・ 自己貯水の活用 

・ 自主防災組織を中心とする給

水 

・ 医療施設等の給水拠点を最優

先した運搬給水 

第２次給水 

（復旧前期） 

４日目から 

７日目まで 
２０ 

調理・洗面等の生活に必要最

小限の量 

・ 応援体制を確立し、給水拠点の

拡大 

・ 運搬給水の増加 

・ 幹線復旧による給水拠点への

仮設給水 

第３次給水 

（復旧後期） 

８日目から 

１ヶ月まで 
１００ 入浴・洗濯に必要最小限の量 

・ 支管復旧による仮設給水の拡

大 

・ 運搬給水の縮小 

第４次給水 

（復興期） 

１ヶ月から 

完全復旧まで
２５０ 通常給水とほぼ同量 

・ 管路復旧の進展による 各戸

給水 

・ 一部の復旧困難地域を除き、応

急給水の終息 

 

○応急給水に必要な水量 

応急給水１日目～３日目   １人   3リットル×29,600人×３日=  266㎥ 

４日目～７日目   １人  20 リットル×29,600 人×４日=2,368 ㎥ 

     ８日目           1 人 100 リットル×29,600 人×１日=2,960 ㎥ 

                     ※29,600 人:高根沢町の人口 

 

 
５）非常用電源設備 

長期の停電が続いた場合に備え、中阿久津浄・配水場、宝石台浄・配水場、仁井

田浄水場、東部浄水場では常設の自家発電設備が設置されています。 

各配水系の井戸には、緊急時の応急給水量に対応できるよう、非常用電源設備を

1台以上設置していますので、今後も定期的な点検・整備等の維持管理が必要です。 
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２．８ 技術力の継承 

町民の生活や産業に欠くことのできない安全な水の供給には、専門的な技術力、

経営力をもつ人的資源が必要です。 

これまで、培ってきた住民との信頼関係を将来にわたり持続するためには、人員

確保とともに職員間の技術力の継承は不可欠です。 

組織と職員数は図２.12 のとおりです。職員数は現在 10 名ですが、料金の賦課徴

収および開栓業務、施設の運転管理業務は民間に包括的業務委託を行っています。 

 

図２.12 組織と職員数 

 

 

 

 

２．９ 町民ニーズの多様化 

本町では、これまでも広報やホームページなどにより、水道事業に係る情報の提

供に努めてきましたが、少子高齢化やＩＣＴ機器等の普及が進んだ社会において、

人びとの生活様式や価値観はますます多様化しています。 

水道事業は利用者からの水道料金によって運営されていることから、将来にわた

り良好な事業環境を継続していくためには、利用者の視点に立った水道サービスの

提供が重要です。 

これらのことから、多様化する町民ニーズを的確に捉え、水道事業に係る情報に

ついてこれまで以上にわかりやすく提供するとともに、水道事業の重要性や自然に

育まれた水のおいしさを積極的に伝えることで、安全・安心で持続可能な水道サー

ビスの実現を目指していくことが必要です。 

 

２．10 環境・省エネの対策 

近年、環境問題への対策が一層重要視されています。特に、地球温暖化について

は深刻な問題となっており、迅速かつ実効性のある対応が求められています。 

本町の水源が浅井戸、深井戸で取水ポンプ設備を使用しているため、浄配水場へ

の送水には電力を消費しています。 

地球温暖化への対応や経費削減対策として、将来の水需要を勘案した消費電力の

削減が必要です。 

 

上下水道課長 上下水道課長補佐 建設整備係４名 上下水道施設の整備・維持管理

業務管理係４名 予算・決算・契約・資産管理
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２．11 水道事業の経営状況 

１）財源の状況 

水道事業の経営状況は、令和元年度末においては給水費用を給水収益で賄うことが

できており健全な経営状況となっています。 

今後、支出においては、更新費用が増え維持管理経費の増加が見込まれるとともに、

収入においては、給水人口の減少に伴い給水収益が減少傾向にあることから、施設の

更新財源の確保が課題となります。 

 

２）収益的収支 

石綿セメント管等の更新により有収率（給水する水量と料金として収入のあった水

量との比率）が向上したことから原水・浄水費がほぼ横ばいとなり毎年黒字を維持し

ています。 
 

図２.13 収益的収支の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３）資本的収支 

資本的収支の収入は主に企業債ですが、平成 14 年度を最後に企業債の借り入れを

行っていないことから、収入は少なくなっています。また支出は主に建設改良費のた

め、資本的収支不足が発生しています。資本的収支不足額は内部留保資金で補てんし

ています。 
 

図２.14 資本的収支の状況 
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４）内部留保資金 

内部留保資金は、資本的収支不足額を補てんする資金や非常時の運転資金となりま

す。給水収益の半年から１年分程度を確保するのが一般的ですが、建設費用が大きな

浄配水場建設が完了したこともあり、約２年分を確保しています。 
 

図２.15 内部留保資金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）企業債 

近年は給水収益と内部留保資金内で老朽管路・設備等の更新を行っており、企業債

の借り入れは行なっていません。企業債残高は毎年減少しています。 
 

図２.16 企業債の状況 
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２．12 水道事業の課題の分析と結果 

 水道事業における課題を「施設」、「財源」、「組織」に区分して整理します。 

（厚生労働省は水道事業の運営基盤を「ヒト、モノ、カネ」の三要素を挙げているこ

とから、「施設」、「財源」、「組織」に区分しました。） 

１）施設 

（１）施設の課題の分析 

構築物については、老朽化により運転に支障をきたすような施設はありませんが、

経過年数が30年を超える施設があります。今後は長寿命化のための改修が必要です。 

また、実績給水量は配水能力 9,500 ㎥／日と乖離し、将来の給水量も増加が見込め

ないことから施設規模の見直しが必要です。 
 

図２.17 給水量の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）管路の課題の分析 

管路の総延長は 332 ㎞ありますが、耐震管は 23 ㎞（7％）、耐震適合管が 22 ㎞（7％）

です。残る耐震性を比較的有する管及び耐震性の低い管は 287 ㎞あり耐震管に更新す

ることが理想となりますが、多くの費用と時間を要します。そのため、実耐用年数や

耐震性の低い管を考慮し更新の優先順位を計画する必要があります。 

また、現状の塩化ビニル管布設延長は約 198 ㎞と長く、老朽化が進むにつれ管路の

漏水事故が発生する可能性が高くなり維持管理が重要になります。 

（３）結果 

老朽管の更新を計画的に推進し、あわせて災害時の安定給水を図るため、導水管や

送水管などの重要給水管を計画的に更新する必要があります。施設の更新時には、給

水量に対応した適正な規模とする必要があります。また、引き続き適正な維持管理を

行う必要があります。 
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 施設の課題①：老朽管の更新及び耐震化の推進  
 

 施設の課題②：施 設 規 模 の 適 正 化  
 

 施設の課題③：維 持 管 理 の 適 正 化  

 

２）財源 

（１）財源の課題の分析 

人口の減少予測に伴い、給水収益の増収は見込めません。 

給水収益の増収が見込めない中ですが、管路を含めた施設の耐震化や更新等のため

の財源は、当面の間は内部留保資金での補てんが可能です。 

（２）結果 

人口の減少に伴い、給水収益の増収は見込めない中では、浄配水場施設は長寿命化

のための改修や管路の実耐用年数による平準化更新等を検討し実施する必要があり

ます。そうした中で財源の確保が今後の大きな課題であり、料金収入や維持管理費の

適正化を検討していくことが必要です。 

 

 財源の課題①：給 水 収 益 減 少 へ の 対 応  
 

 財源の課題②：水 道 料 金 の 改 定  

 

３）組織 

（１）課題の分析 

職員１人当たりの給水収益は、県内同規模事業体の平均値であることから、今後も

効率的な経営を維持する必要があります。 

（２）結果 

効率的な経営を維持するためには、人材の育成や技術の継承を考慮した人員の確保

が必要です。また、施設の更新等を円滑に進めるとともに、社会情勢の変化に適切な

対応を図るため、組織の充実が必要です。 

 

 組織の課題①：技 術 の 継 承 に 必 要 な 人 材 の 育 成 と 確 保  
 

 組織の課題②：事 業 の 推 進 に 必 要 な 組 織 の 充 実  

 

４）課題のまとめ 

現在は健全な経営状況にありますが、今後、給水収益の減少が予測され、管路を含

む水道施設の更新、改修、維持管理が必要になることから、計画的な平準化更新、経

営の効率化のための人材育成や技術の継承等の組織の充実等が課題になります。 
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第第３３章章  基基本本方方針針 

３．１ 基本理念 

 

災害に強く，安全・安心な水の安定供給の持続 
 

３．２ 基本方針 

基本理念を実現するために、安全・強靭・持続の一体マネジメントによる持続的な

事業運営を行います。 

●安全：安全で良質な水の供給（施設①③） 

危機管理体制の強化、適正な維持管理 

●強靭：安定的な給水体制の確立（施設①②） 

施設の更新・長寿命化、管路の耐震化 

●持続：経営基盤の強化（財源①②・組織①②） 

経営基盤の強化、安定かつ健全な事業運営の維持 

※（ ）書きは、主に関連する経営要素（前章の課題要素）を示します。 

 

３．３ 運営方針 

基本方針に沿って、取り組みとして主な施策と、施策の実施に係る目標と実施時期

を設定します。 

１）基本方針と施策 

表３.１ 基本方針と施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全 強靭 持続

① 防災対策の充実 ◎ ○ ○

② 安定した水質管理体制の継続 ◎ ○

③ 計画的な施設更新 ○ ◎ ○

④ 施設規模の見直し ◎ ○

⑤ 施設の耐震化対策 ○ ◎ ○

⑥ 施設の浸水対策 ○ ◎ ○

⑦ 職員の技術の維持・向上 ○ ○ ◎

⑧ 漏水対策 ○ ◎

⑨ 水道料金の改定 ◎

⑩ 情報提供の充実 ◎

◎ 基本方針に対する主な施策　　〇 基本方針に関連する施策

施策　　　　　　基本方針
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２）目標と実施時期の設定 

各施策を実現するために目標と実施時期を設定します。 

 

表３.２ 安全 

 

 

 

 
 

 

表３.３ 強靭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３.４ 持続 

 

 

施　策 目　標 実施時期

⑦ 職員の技術の維持・向上 １人年１回以上講習会・研修会への参加 継続

広域連携として年1回以上の検討会の参加 継続

年１回以上の講習会等に民間の参画を依頼 継続

水道施設台帳整備 継続

⑧ 漏水対策 塩化ビニル管布設路線等の漏水調査・改修 継続

⑨ 水道料金の改定 収益的収支のマイナスは内部留保資金で補 補てん困難時

てんが可能 （2038年頃検討）

⑩ 情報提供の充実 インターネット等の活用 継続

　料金収入減少への対応と水道料金の改定

　情報の開示

　技術の継承に必要な人材の育成と確保

施　策 目　標 実施時期

　施設の更新・長寿命化

③ 計画的な施設更新 管路含む施設は原則実耐用年数により更新 2021年度より実施

機械電気計装設備は実耐用年数、点検・修理 2021年度より実施

等を考慮し更新する。8,000万円/年で平準化

更新

井戸は500万円/年で清掃・調査 2021年度より毎年１井実施

④ 施設規模の見直し 構造物の実耐用年数更新時に規模見直し 2054～2086年度

管路の実耐用年数更新時の管径見直し 2041年度より縮径更新

　施設の耐震化

⑤ 施設の耐震化対策 各施設の30年毎の改修 2023年度より実施

　施設の浸水対策

⑥ 施設の浸水対策 中阿久津浄水場の浸水対策実施 5年以内

施　策 目　標 実施時期

① 防災対策の充実 水道事故対策マニュアルの充実 継続

年1回以上の防災訓練等の実施 継続

② 安定した水質管理体制の継続 水道法に基づく水質検査の実施 継続

　危機管理体制の強化

　 適正な維持管理
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第第４４章章  事事業業計計画画  

「安全」「強靭」「持続」の観点から設定した施策により、目標に向けて取り組み

ます。 

 

４.１ 安全 

施策の「①防災対策の充実」、「②安定した水質管理体制の継続」は次のとおり取

り組みます。 

１）防災対策の充実 

高根沢町地域防災計画や高根沢町水道事故対策マニュアルが策定され、今後の大規

模災害に備えて、応急給水、物資供給、資材提供等の事業体間における相互支援体制

が確立しています。今後は必要に応じ水道事故対策マニュアルを改定し、応急支援団

体の受け入れ体制や、地元自治会と関係機関との連携を強化していきます。 

また、広範囲に被害を及ぼす地震等の災害に備えて、給水拠点での応急給水の方法

について、年 1回の防災訓練等をとおし、事前に町民に広報するとともに、家庭での

飲料水の備蓄についてのＰＲを強化するなど町民の防災意識の向上を図ります。 

 

２）安定した水質管理体制の継続 

町民の信頼が揺らぐことなく、安全で安心な水を供給するため、水源から給水栓に

至るすべての段階での危機事象に対応するため水質検査計画を策定していますが、今

後も施設の変更等による見直しを行いながら、安全な水質を堅持継続していきます。 

また、専用水道の水質管理向上のための指導・助言を行います。 

 

４.２ 強靭 

施策の「③計画的な施設更新」、「④施設規模の見直し」、「⑤施設の耐震化対策」、

「⑥施設の浸水対策」は次のとおり取り組みます。 

１）計画的な施設更新 

本町では、これまで多くの水道施設を整備してきましたが、今後はこれらの更新が

必要となる時期を迎えます。また、水需要の減少に伴う給水収益の減少など、将来の

水道事業をとりまく環境は大変厳しいものと予想され、中長期的な財政収支の見通し

が必要となります。 

このような状況下では、更新費用が事業経営に大きく影響します。このため、アセ

ットマネジメントを取り入れ、中長期的な更新費用を把握し計画的な更新を行います。 

浄水池・配水池・管理棟等の構造物は劣化部除去や防水塗装などの改修を行い、ポ

ンプ・操作盤・流量計等の設備は、運転状況などを考慮した定期的な点検整備による

長寿命化を図り、計画的な更新を行います。 
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・アセットマネジメントとは、耐用年数だけでなく、財源も考慮し、資産を適切な状態に維 

持するものです。施設の老朽化状況や耐用年数を把握し、長寿命化や事業費用の平準化を 

図り、効率的な投資計画を策定します。 

・実耐用年数とは、会計上の法定耐用年数とは異なり、施設などが実際に使用できる年数で 

す。 

管路は、管種や埋設環境の違いにより実耐用年数が変わってきます。漏水発生状況

や管路重要度等を検討し計画的な更新を行います。 

２）施設規模の見直し 

今後の水需要予測に基づいて、自己水源を有効活用すると共に、配水場、管路など

の施設規模（管路口径等）を適正に見直し、施設更新を行います。 

 

３）施設の耐震化対策 

平成 29（2017）年度までに主要施設である浄水池、配水池は耐震化工事を実施しま

した。今後は長寿命化のための改修工事を計画します。 

 

４）更新事業 

水道水を安全に安定して供給するために実耐用年数や平準化を設定し、老朽化

が進行する水道施設更新・改修、管路を更新する必要があります。 

（１）耐用年数 

本町の「法定耐用年数」と「実耐用年数」を表４.１のとおりとし、更新基準を

設定します。 

法定耐用年数は会計上、資産の減価償却するための年数に対し、実耐用年数は

実際に使用可能な年数で、使用状況や計画的な改修により耐用年数の設定を行い更

新基準とします。 
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表４.１ 法定耐用年数と実耐用年数（更新基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設の更新 

 施設の更新は、実耐用年数より次のとおり実施します。 

①浄水施設、配水施設及び管理棟等の構造物は、水道水を供給する上で極めて重

要な施設であることから、施設の長寿命化を図る際には、安定給水の確保に留

意しなければなりません。 

施設の更新基準（実耐用年数）までは、予防保全として改修による長寿命化を

図ります。 

②浄水施設及び配水施設の改修は建設年度より 30 年ごとを原則とします。 

③更新する浄配水場施設が同一年度に重ならないように平準化し事業を進めます。 

④今後の水需要の減少から、更新時には適正な施設規模に縮小します。 

⑤機械電気計装設備については、正常に運転できる状態を維持するため、また設

置条件により寿命が異なることから、定期的に点検・修理等を実施し、必要に

応じて更新します。 

⑥井戸については、状況調査より更新を行うものとします。 

⑦中阿久津浄水場管理棟の防水扉等の浸水対策を計画します。 

実耐用年数

更新基準

ダクタイル鋳鉄管 60～100 40

溶接鋼管 70 40

ねじ込鋼管 60 40

硬質塩化ビニル管 60 40

ポリエチレン管 60～100 40

ステンレス管 60 40

管路の更新基準

管  種 法定耐用年数

実耐用年数

更新基準

建築物 70 50

土木構造物 73 60

電気・機械設備 25 15～20

計装設備 20 15

井戸 40 10

注2）「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）の 取組状況調査」（平成21年度 厚生労働省）

注3） ⾧期的視点から見た設備投資と経営のあり方～設備更新時代を迎えて～、平成 14 年 3 月、関西水道事業

          研究会（京都府企業局、大阪府水道部、兵庫県企業庁、奈良県水道局、京都市水道局、大阪市水道局、

          神戸市水道局）

施設の更新基準

施設の区分
設定理由 注1）実使用年数に基づく更新基準の設定例

（厚生労働省 平成26年4月）
法定耐用年数

注2）65年～75年の平均

注3）関西水道事業研究会参加事業体の平均使用年数

注3）20年～30年の平均

注3）15年～25年の平均

注1）アセットマネジメント「簡易支援ツール」実使用年数に基づく更新基準の設定例（厚労省 平成26年4月）
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（３）管路の更新 

管路の更新は，次のとおり実施します。 

①表４.１に示す更新基準により更新します。 

②更新基準を超える管路は平準化し 10 年以内に更新します。 

③更新基準を超える管路は、2041 年度以降に多く発生します。 

④老朽した配水管の更新を主とし、導水管・送水管などの重要な管を計画的に更

新します。 

 

５）施設の浸水対策 

中阿久津配水区の施設は浸水想定区域内にあるため、浸水対策優先順位を緊急

時の応急給水量への対応により決定します。 

応急給水に必要な水量は、表２.11 より 8 日以降の１日当たり１人 100ℓです。

中阿久津配水区の給水人口は 20,648 人（令和元年度実績値）より、応急給水に必

要な水量（8日以降）は下記となります。 

    応急給水に必要な水量＝1人×100ℓ×20,648 人×1日＝2,065ｍ3/日 

 

認可取水量、令和元年度日平均取水量実績及び鬼怒水事務所の受水は以下のと

おりです。 

認可取水量     令和元年度日平均取水量実績 

   第 1 水源地  1,300ｍ3/日        771ｍ3/日 

   第 2 水源地  1,800ｍ3/日      1,326ｍ3/日 

   第 3 水源地  3,000ｍ3/日      2,405ｍ3/日 

鬼怒水事務所受水  1,000ｍ3/日      1,001ｍ3/日 

 

緊急時の応急給水に必要な水量と水源を検証すると以下のとおりになります。 

 

応急給水量 2,065ｍ3/日 ＜ 第 3 水源 日平均取水量 2,405ｍ3/日 

 

以上より、中阿久津浄水場内の第 3水源のみで応急給水が可能になり、災害発 

生時に浄水が供給できるように浄水場と第3水源が浸水対策の第1優先とします。 

対策としては、浸水想定深さが 0.5ｍ未満となっていますが、0.5ｍ以上浸水し

た場合にも浄水を供給できるよう、管理棟、浄水池への浸水を抑制するため、止

水ゲートや止水扉などの導入を検討します。また、災害時に有効な可搬式発電機
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系統 施設 次回改修年度
改修費用
（万円）

備考

中阿久津浄水場
浄水池（滅菌室、送風機室一体）

PC造　φ18.5m×H5.0m×2池（1300m3） 2032 5,500

〃
配水池（電気室＜地上１階＞、弁室＜地下１階＞　一体）

PC造　φ17.7m×H5.0m（低区）、φ18.0×H8.3m（高区）（3342㎥） 2033 6,000

宝石台浄配水場
着水井：RC造　2.945m×1.47m×H2.76m×2池（24㎥）一体

浄水池：RC造　7.47m×2.945m×H2.56m×1池（56㎥） 2043 2,100

〃
配水池

PC造　φ13.4×H10.0m×１池（1410㎥） 2025 2,700

仁井田浄水場
着水井

RC造　1.5m×5.0m×H1.4～2.0m 2024 600

〃
浄水池

RC造　5.0m×3.0m×H3.0m×2池（90m3） 2024 900

仁井田配水場
配水池　PC造

φ14.0m×H5.0m×１池(低区)、φ7.5m×H5.5m×１池(高区) 2042 2,200 2012年度改修済

東部浄水場
着水井

RC造　1.5m×4.5m×H2.8～3.3m×１池 2023 500

〃
浄水池

RC造　2.5m×5.0m×H3.0m×２池（75m3） 2023 1,100

東部配水場
配水池

PC造　φ9.30m×H4.80m×１池 2047 2,500 2017年度改修済

計 24,100

中阿久津浄水場
管理棟（地上１階）

RC造　23.0m×13.0m×１棟 2028 3,000

宝石台浄配水場
管理棟

地上１階　RC造　8.0m×21.0m 2026 1,600

仁井田浄水場
管理棟（地上１階）

RC造　6.0m×11.5m 2027 800

東部浄水場
管理棟（地上１階）

RC造　12.0m×12.0m（ポンプ室、電気室、自家発電機室） 2048 2,300 2017年度改修済

計 7,700

31,800合計

土
 
木
 
施
 
設

建
 
築
 

施
 
設

についても、規格や搬入方法を踏まえた上で、導入を検討します。 

 

６）事業スケジュール 

前項の４）更新事業、５）施設の浸水対策のスケジュールを以下に示します。 

 
図４.１ 事業スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表４.２ 土木建築構造物 1 回当り改修費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

東部着水井・浄水池 宝石台配水池 中阿久津浄水池

仁井田着水井・浄水池 中阿久津配水池

宝石台浄配水場管理棟 中阿久津浄水場管理棟

中阿久津浄水場管理棟 仁井田浄水場管理棟・ﾌﾞﾛｱ室

改修

区分 施    設

更
新
事
業

施 設(土木) 改修

施 設(機械電気計装) 劣化状況等調査により更新（8000万円/年）

全　　　体　　　計　　　画

改修

水 道 事 業 ビジョン

改修施 設(建築)
浸水

対策

改修 改修

改修 改修

劣化状況等調査により更新（8000万円/年）

耐
震
化
事
業

施 設(井戸) 井戸（全11井）を毎年１井ごと清掃・調査（500万円/年） 井戸（全11井）を毎年１井ごと清掃・調査（500万円/年）

管路耐震化更新 耐震化更新1.64億円/年耐震化更新0.82億円/年
R4実施設

計770万

円
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４.３ 持続 

施策の「⑦職員の技術の維持・向上」、「⑧漏水対策」、「⑨水道料金の改定」、

「⑩情報提供の充実」を踏まえて、次のとおり取り組みます。 

１）職員の技術の維持・向上 

 今後の増加する施設の耐震化や管路の更新を着実に進めるとともに、日常の施設

管理を適切に行い、施設の健全化を図るため、技術職員の確保と育成に取り組みま

す。 

 町職員が水道事業の業務に従事することから職員の異動はやむを得ませんが、年

１回以上の講習会等の参加を図ります。 

 また、ベテラン職員が培ってきた技術の確実な継承とともに、マニュアルの充実

や講習会・研修会などを年１回以上実施し職員の技術力の向上を図っていきます。 

 

２）広域連携の検討 

 事業統合（広域化）や経営の一体化に限らず、技術協力や技術サポート等の相互

連携は町職員の技術力の維持・発展に必要です。年１回以上の検討会を実施します。 

 

３）民間ノウハウの活用 

 本町は施設の運転管理等を民間に委託しています。今後増加する施設の耐震化や

管路の更新を着実に進めるために、現状規模の職員数を維持し、また民間ノウハウ

の活用により業務の効率化や省力化に取り組みます。また人材育成・技術力向上に

も関連するため、「１）職員の技術の維持・向上」の年１回以上の講習会等に民間

の参画を依頼します。 

 

４）水道施設台帳整備の継続 

管路を含む水道施設台帳の整備は、維持管理や更新を行う上で必要になります。

また、災害時の復旧等の基礎情報として活用が期待できます。 

水道施設台帳は毎年更新します。 

 

５）漏水対策 

 硬質ビニル管の布設延長が長く、埋設状況や管内水圧の影響により漏水が発生す

る可能性が高くなると予測されるため、漏水調査を行い更新・補修の検討を行いま

す。漏水が減ることにより有収率が向上し、経営の効率化に繋がります。 
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６）料金改定 

料金改定は、「第５章 投資・財政計画」に記載していますが、令和23（2041）

年度以降に多くの管路が実耐用年数を迎え更新費用が増えるため、令和20（2038）

年度には料金改定の検討が必要です。 

 

７）情報提供の充実 

インターネットの活用等により、水道料金の支払い方法、給水装置の新設・修繕

等の各種案内、危機管理・水質検査結果等の情報を提供しています。今後とも継続

します。 
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第第５５章章  投投資資・・財財政政計計画画 

５．１ 財政計画・経営の判断基準 

財政計画は、管路を含めた施設更新等を実施するための費用を確保し、安定した経

営を継続するために必要な手段や方向性について検討しました。 

今後10年間［令和3（2021）年度～令和12（2030）年度］の収支計画の試算は、安

定した経営の継続の観点により、以下の３条件を満たすものとしました。 

１.水道料金収益等により毎年の経営活動に必要な費用が賄えること。 

２.緊急の事態等に対応できる自己資金（内部留保資金等）が確保されること。 

３.企業債借入れによる資金調達が将来の経営を悪化させないこと。 

 

これらの条件により判断基準を以下に設定しました。 

 

１.水道料金収益等により毎年の経営に必要な費用が確保できること。 

基準１：損益がマイナスとなる場合には必要な工事費等を内部留保資金（自己

資金）で補えること。 

 

『基準１について』 

水道事業は公営企業であり、民間企業と同じく独立採算を基本とし、主に水道料金

収入により事業の運営を行っています。そのため、損益黒字を維持することが健全経

営の前提です。損益は更新事業等により支出が多くなるとマイナス（赤字）になる場

合がありますが、資本的支出（工事費、企業債償還金等）が内部留保資金内にあれば

補えます。 

しかし、内部留保資金で補えない場合には、水道料金の改定を検討する必要があり

ます。 

 

「水道料金の改定について」 

計画期間後の令和23（2041）年度以降に実耐用年数を迎える管路が多く発生し更新

費用が増え、また給水収益の減少予測から、水道施設の長寿命化改修や管路更新の平

準化を図っていきますが、水道料金改定は令和20（2038）年度から将来の水道施設の

更新等を見据え検討が必要になります。 

 

 

 

- 33 -



２.緊急の事態等に対応できる内部留保資金（自己資金）が確保されること。 

基準２：内部留保資金は現在給水収益の約半年分（２億 5,000 万円）以上を確

保する。 

 

『基準２について』 

内部留保資金は、緊急を要する支出や損益赤字を補てんが可能な金額を確保としま

す。現在の給水収益から過度な内部留保資金の確保は企業債借入れ等が必要となるた

め、現在の給水収益の約半年分の２億5,000万円以上を確保としました。 

（内部留保資金は、緊急を要する支出として水源の水質悪化の改修、主要配水管の

大規模な漏水事故等による支出やその断水期間における水道料金の減収に対応する

ための資金を想定しています。また、現在の給水収益の約半年分の確保は長期断水に

よる水道料金収入が半年間の減収に対応としました。） 

 

 

３.企業債借入れによる資金調達が将来の経営を悪化させないこと。 

基準３：損益がマイナスとなり内部留保資金での補てんが困難な場合に、企業

債の借入れを計画すること。 

 

『基準３について』 

事業費の財源として企業債がありますが、将来世代の負債となり水道料金改定に影

響します。水道施設の長寿命化改修や管路更新の平準化を行うことで、事業費の平準

化を図り、本計画期間内の企業債借入れは行わない計画としました。 
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５．２ 投資計画 

「第４章 事業計画」の事業スケジュールから今後10年間の施設更新・基幹管路耐

震化計画等の事業費を示します。 

表５.１ 投資計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本投資計画［令和３（2021）年度～令和12（2030）年度］における年平均投資額は

約2.2億円となります。表５.２における井戸の清掃・状況調査及び各浄配水場の建設

年度を考慮して着水井・浄水池・配水池・管理棟等を改修し長寿命化を図ります。ま

た中阿久津浄水場管理棟の浸水対策を行います。 

なお、本計画期間内では水道料金改定の予定はありませんが、基幹施設や基幹管路

の大規模な破損事故などの突発的な事故により多額の費用が必要となった場合には

総合的に判断することとします。 

 

５．３ 収益的収支 

本町の水道事業に係る収益的収支を図５.１、図５.２のとおり見込みます。 

経常利益は、令和12（2030）年度まで黒字を維持します。今後とも計画的な管路更

新、適正な維持管理や施設規模見直しにより、さらに有収率の向上及び収益的収支の

黒字を目指します。 

 

図５.１ 収益的収支          図５.２ 経常利益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

90 

880 

55 

導水管、送水管、配水管 1,082 

備品、車両、メーター等の購入 53 

2,224 

注)　事業費は工事費と委託料を含みます。（消費税含む）

令和３年度～令和１２年度

内　　　容 事業費（百万円）

改修（東部着水井・浄水池、仁井田着水井・浄水池、宝石台配水池）

浸水対策（中阿久津浄水場管理棟）
改修（宝石台浄配水場管理棟、仁井田浄水場管理棟・ﾌﾞﾛｱ室、中阿久津浄水場管理棟）

劣化状況調査より更新

井戸の清掃・状況調査（全11井を毎年1井ごとに清掃・状況調査を行う。）

耐
震
化
事
業

管路耐震化更新

合　計

その他

施 設(機械電気計装)

施 設(建築)更
新
事
業

施 設(土木)

施 設(井戸)

区分 施    設
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経常損益…経常収益から経常費用を差し引いたもの 

経常収益…料金収入など営業収益と、一般会計繰入金など営業外収益との合計 

経常費用…職員給与費や材料費などの維持管理費・減価償却費など営業費用と 

企業債利息など営業外費用の合計 

資本的収支…主として施設の建設に伴う収支のこと。 

資本的収入…施設の建設に充当する収入のこと。企業債、工事負担金、補助金等に 

よる。 

資本的支出…施設の建設に伴う支出のこと。委託料、工事請負費、固定資産購入費、 

人件費等による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．４ 資本的収支 

本町の水道事業に係る資本的収支を図５.３、図５.４のとおり見込みます。 

収支不足額は、内部留保資金で補てんし、計画的に事業を実施します。 

本計画期間内の資本収支不足は、主に機械電気設備の更新や基幹管路の耐震化更新

によりますが、各年度の更新費用を平準化し多額な更新費用が集中しないように計画

します。 

 

図５.３ 資本的収支          図５.４ 資本的収支不足額 
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流動資産は、1 年以内に現金化できる資産 

流動負債は、1 年以内に返済すべき負債 

流動比率が高ければ短期的な支払いを行いやすく、低いと短期支払いにも長期の 

借入金が必要になるとされる。 

５．５ 企業債借入金と企業債残高 

本計画期間内の企業債借入れは行なわない計画です。企業債残高は令和12（2030）年

度まで減少していきます。 

 

図５.５ 企業債借入金と企業債残高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．６ 収益的資本的収支計画表 

収益的収支計画は、表５.３収益的収支計画表のとおりです。計画期間の流動資産

と流動負債の流動比率（流動資産÷流動負債×100％）は 590％以上で、100％を大き

く超えており経営の安定を示しています。 

また、資本的収支計画は、表５.４資本的収支計画表のとおりです。なお、一般会

計からの基準外繰入金はありません。 
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表５.３ 収益的収支計画表（1/2） 
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表５.３ 収益的収支計画表（2/2） 

 

- 39 -



表５.４ 資本的収支計画表（1/2） 
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表５.４ 資本的収支計画表（2/2） 
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‐1‐ 

 

災害に強く、安全・安心な水の安定供給の持続可能な水道事業を目指します。 
 

第第６６章章  フフォォロローーアアッッププ 

本水道事業ビジョンでは、基本理念を「災害に強く、安全・安心な水の安定供給の

持続可能な水道事業」と定め、その実現に向け施策を計画しました。 

計画を確実かつ効率的に推進していくために、施策の継続的な進捗管理と評価を行

い、適切な期間を定めて見直しを実施します。 

見直し時期は、本計画期間である 2021 年度から 2030 年度の中間点である 2026 年

度前後とします。 

また、個々の具体事業の見直しが必要になった場合は、時期に捉われず、適宜見直

しを実施していくこととします。 

 

図６.１ フォローアップの計画 
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用 語 解 説 

用語 意 味 

あ行 

アセットマネジメント 中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわ

たって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化さ

れた実践活動のこと。現在保有している資産の状態・健全度

を適切に診断・評価し、中長期の更新需要見通しを検討する

とともに、財政収支見通しを踏まえた更新財源の確保方策を

講じる等により、事業の実行可能性の確保を図る。 

1 日最大給水量 年間の 1日給水量（㎥／日）のうち最大のもの。 

1 日平均給水量 年間の総給水量（㎥）を年日数で除したもの。 

応急給水 地震等により水道施設が破損し、水道による給水ができなく

なった場合、拠点給水、運搬給水及び仮設給水などにより給

水すること。 

応急給水設備 地震、渇水及び配水施設の事故などにより、水道による給水

ができなくなった場合に、被害状況に応じて拠点給水、運搬

給水及び仮設給水などにより、飲料水を給水するための設備

のこと。給水車等がある。 

か行 

基幹施設 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設を指

す。 

地震などの災害において、施設が破損すると、町民生活に重

大な影響をもたらす可能性がある施設のこと。 

企業債 水道事業において、建設、改良等の費用に充てるために国等

から借りた資金。 

給水区域 水道事業者が厚生労働大臣または都道府県の認可を受け、一

般の需要に応じて給水義務を負う区域。 

給水収益 水道料金による収入のこと。 

給水人口 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をい

う。給水区域外からの通勤者や観光客は給水人口には含まな

い。 

給水量 給水区域内の需要に応じて給水した水量。 

経常収益 収益的収支中、料金収入などの本来の営業活動から生じる営

業収益と、他会計からの繰入金や預金利息などの本来の営業

活動以外の活動によって得られる営業外収益の合計。 

経常損益 経常利益 経常収益から経常費用を差し引いたもの。 

経常費用 職員給与費や材料費などの維持管理費・減価償却費などの本

来の営業活動から発生する営業費用と企業債利息などの本来

の営業活動以外の活動によって発生する営業外費用の合計。 

原水 浄化処理する前の水、水道原水には大別して地表水と地下水

があり、地表水には河川水、湖沼水、貯水池水が、地下水に

は伏流水、井戸水などがある。 

洪水浸水想定区域図 洪水により堤防が破堤したり溢水したときの、それぞれの氾

濫区域を重ね合わせたもので、想定される最大の区域と水深

及び浸水継続時間を示している。 

さ行 

資産 水道事業が有する財貨及び権利で、固定資産、流動資産、繰

延勘定に区分される。 
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用語 意 味 

資本的収支 収益的収支に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うも

ので、主として建設改良及び企業債に関する収入及び支出の

こと。 

自己水源 受水以外の水道事業者が所有する水源。 

取水（施設） 水源から原水を取ること（取る施設）。 

収益的収支 水道事業の経常的経営活動に伴って発生する収入とこれに対

応する支出。 

消費税及び地方消費税 

資本的収支調整額 

消費税の仮払金（資本的支出）が仮受け金（資本的収入）よ

り多い時の差額。資本的収支の不足額への補てん財源とな

る。 

浄水（施設） 原水を飲用に適するように処理すること（処理する施設）。 

新水道ビジョン 平成 25 年３月に厚生労働省が策定したもので、｢水道ビジョ

ン｣を全面的に見直し、50年後、100年後の将来を見据えた新

しい水道ビジョン。 

水源 用水（農業用水、工業用水）や水道（上水道、簡易水道）と

して利用する水の供給源。 

水道ビジョン 平成 16年 6月に厚生労働省が水道の目指すべき方向性につい

て示したもので、水道のあるべき将来像について、その実現

のための施策や工程が明示されている。 

送水（施設・管） 水道水を配水拠点（配水池）へ送ること（送る施設・送る

管）。 

た行 

耐震管 レベル２地震動の際でも継ぎ目の接合部分が離脱しない構造

（耐震継手）となっている管。 

長寿命化 水道施設を、法定耐用年数を超えて供用するための対策。有

すべき機能を確保しつつ、部分更新や部分修繕等の対策があ

る。 

導水（施設・管） 取水した水を浄水場へ送ること（送る施設・送る管）。 

な行 

内部留保資金 減価償却費などの現金支出を伴わない支出や収益的収支にお

ける利益によって、企業内に留保される自己資金のこと。 

は行 

配水（施設・管） 水道水を需要者に配ること（配る施設・配る管）。 

配水支管 配水管のうち、給水管の分岐がある支線管路。 

配水池 浄水処理された水道水を貯留し、管路網を通して給配水する

ための拠点施設。 

普及率 給水普及率であり、給水区域内人口に対する現状の給水人口

の割合。 

平準化 事業量のばらつきを平たくすること。 

法定耐用年数 地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数のこと。

経理上の基準であり、実際に使用できる年数は実情に応じて

変動する。 

ら行 

老朽管 老朽化した水道管。 

老朽管は破損しやすく、漏水による有効率の低下に限らず、

道路陥没・破損等の二次被害に及ぶ可能性がある。 
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